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新地方公会計制度に基づく 

財務書類の公表について 

【平成 22 年度決算】 



【新地方公会計制度改革】 

 

 本町では、従来、歳入歳出決算や決算統計等に基づく経常収支比率等の指標による 

財政分析を行い、広く住民に公開をして参りました。 

 

 しかし、これまでの会計処理は、現金主義会計（※1）であるため、その年の収入 

をどのように使ったかといった現金の動きが明確にあらわされ、シンプルでわかりや 

やすい決算となっていますが、これらは、収支情報を中心としたフローの情報であり 

資産や債務といったストックの情報が含まれていないことから類似団体との比較が難 

しい状況にありました。 

 

 これらのことから平成 18 年度に「新地方公会計制度研究会実務報告書」が公表され 

るとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針（骨太の方針）2006」では、 

公会計導入に向けて、地方自治体に対し計画的に整備を進める要請がなされ、その後、 

総務事務次官通知により発生主義会計（※2）を取り入れた新公会計制度を平成 23 年度 

までに導入するによう、通知されたところです。 

 

 こうした状況を踏まえ、本町においても総務省が示した「総務省改定モデル」（※3） 

に従い、平成 22 年度決算の普通会計ベース（※4）による普通会計財務書類を作成 

しました。 

 

 今後、これらの財務書類を分析することで、資産、債務管理、費用管理等に活用し 

たいと考えています。また、公営企業会計などの他の会計との連結の財務書類について 

も、作成する予定です。 

 

（※1）現金主義 

  現預金のみを認識し、入金・出金の時点での会計上の取引を認識する会計 

 

（※2）発生主義 

  資産・負債・収益・費用・純資産を認識の対象とし、事象または取引が発生した 

ときに会計上の取引として認識する会計 

 

（※3）総務省改定モデル 

  自治体が毎年、総務省に報告する決算統計を活用して財務書類４表を作成し、資産 

 台帳等については、段階的に整備を行うことを想定したモデル 

 

（※4）普通会計ベース 

  普通会計とは、自治体により各会計（一般会計、特別会計）の範囲が異なるため、 

 るため、財政比較や統一的な掌握が困難なために、地方財政統計上統一的に用いら 

 れる財政の区分をいいます。本町においては、一般会計と住宅新築資金等貸付事業 

 特別会計を合わせたものをいいます。 

 

 



【財務書類４表の概要】 

 

 総務省方式改定モデルに基づき作成される財務書類４表によって、どうようなことが 

わかるかを示すと下記の表となります。 

 

貸借対照表 

町が住民サービスを提供するために保有し

ている財産と、その資産をどのような財源

（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的

に対象表示した一覧です。 

  次世代に託す自 

⇒治体の姿がわか 

  ります。 

行政コスト 

計算書 

４月１目から翌年の３月３１日までの１年

間の行政活動のうち福祉活動やゴミの収集

といった資産形成に結びつかない行政サー

ビスに係る経費とその行政サービスの直接

の対価として得られた財源を対比した財務

書類です。 

  経常的な行政サ 

⇒－ビスのコスト 

  がわかります。 

純資産変動 

計算書 

貸借対照表の純資産の部に計上された各数

値が１年間でどのように変動したかを表し

ている計算書です。 

  純資産の増減等 

⇒の状況がわかり 

  ます。 

資金収支  

計算書 

歳計現金（資金）の出入りの情報を性格の

異なる３つの「経常的収支の部」「公共資産

整備収支の部」「投資・財務的収支の部」に

分けて表示した財務書類です。 

  支出とその財源 

⇒の対象関係がわ 

かります。 

 

 

 

 



【財務書類４表の関係】「新地方公会計制度の徹底解説（ぎょうせい）より」  

 

 

貸借対照表           行政コスト計算書 

負債 

資産 

・・・ 

・・・ 

歳計現金 

・・・ 
純資産 

 経常行政コスト 

｜ 

経常収益 

∥ 

純経常行政コスト 

 

     

 

        資金収支計算書          純資産変動計算書 

収入 

｜ 

支出 

∥ 

歳計現金増減額 

＋ 

期首歳計現金残高 

∥ 

期首歳計現金残高 

 期首純資産残高 

｜ 

純経常行政コスト 

∥ 

一般財源、補助金受入等 

± 

資産評価替え等 

∥ 

期末純資産残高 

 

 

○ 貸借対照表は、左側が財産、右側が財源となっており、必ず左側の合計額と 

  右側の合計額とが一致しますので、純資産が減少するということは、資産が減 

  少するか負債が増加することになります。 

   逆に、純資産が増加するということは、資産が増加するか負債が減少するこ 

  とになります。 

○ この純資産の変動を表したものが、純資産計算書です。純資産計算書におい 

  て、純経常行政コストが一般財源（※5）、補助金受入等を上回る（一般財源及 

  び補助金等で純経常行政コストを賄いきれない）ということは、将来世代への 

  蓄積である資産を取り崩すか、将来世代の負担である負債を増加させるという 

  ことです。 

   逆に、純経常行政コストが一般財源、補助金受入等を下回る（一般財源及び 

  補助金等で純経常行政コストを賄いきった上で余剰余を残す）ということは、 

  将来世代への資産を蓄積するか、将来世代の負担である負債を減少させるとい 

  うことです。 

 



 

 

○ 行政コスト計算書は、純資産変動計算書における純経常行政コストの詳細な 

  内訳明細です｡１年間にかかった経常行政コスト総額から受益者負担である経 

  常収益を控除することで、一般財源、補助金受入等で負担すべき純経常行政コ 

  ストが算出されます。 

 

○ 資金収支計算書は、歳計現金の動きを表す計算書です。期末歳計現金残高は 

  貸借対照表の歳計現金残高と必ず一致します。資金収支計算書は、貸借対象表 

  に計上されている歳計現金の増減明細です。 

 

（※5）一般財源 

   補助金のように使途が特定されたものではなく、どのような経費にも使用す 

  ることができる財源をいいます。一般的には、地方税、地方交付税や交付金等 

  があります。 

 

 

 


















